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○ 国有財産の現在額は、毎年、国会に報告することとされており、平成23年11月に報告された国有財産現在額（平成22年度末
現在）は101.1兆円。このうち、独立行政法人等への出資が64.3兆円。

※このほかに国有財産台帳以外の台帳（例：道路台帳）で管理されている公共用財産（道路、河川、港湾等）がある。

○ 分類別にみると、行政財産が30.1兆円、普通財産が71.0兆円。土地は総額で17.9兆円、そのうち行政財産が12.8兆円、普通
財産が5.1兆円。

○ 普通財産の土地のうち、在日米軍施設として提供しているものが2.1兆円、地方公共団体等に公園用地等として貸し付けてい
るものが2.0兆円、山林原野等が0.4兆円であり、未利用の国有地は0.4兆円。

0.8国会施設

12.8計①

0.3国有林野企業用

0.5皇居等皇室用

0.5国営昭和記念公園、
新宿御苑等公共用

11.4小計

4.5その他

0.4裁判所施設用

0.4矯正施設
（刑務所等）

公

0.9空港施設
（東京国際空港等）

4.3防衛施設

価格
（兆円）

内訳種類

行政財産

5.1計②

0.4その他国有地
（山林原野等）

0.4未利用国有地

2.0
地方公共団体等への貸
付財産（大阪城公園、
代々木公園等）

2.1
在日米軍施設としての提
供財産

（横田飛行場、横須賀海
軍施設、三沢基地等）

価格
（兆円）

内訳

普通財産

17.9総計（①＋②）

【平成22年度末現在】

普通財産

71.0兆円

行政財産

30.1兆円

2.0兆円

公共用財産
0.6兆円

公用財産

20.0兆円

企業用財産
8.9兆円

独立行政法人等への
出資財産
64.3兆円

在日米軍施設としての
提供財産

2.9兆円

国有財産

101.1兆円

への貸付財産
地方公共団体等

0.5兆円
皇室用財産

未利用国有地
0.4兆円

国有財産の内訳 国有財産のうちの土地の内訳

その他
（旧石油公団保有株式等）

1.2兆円

国有財産の現在額

（注） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合がある。
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土地売払代の推移と未利用国有地（財務省一般会計）

○ 物納不動産の減少、市場性の高い財産の減少及び経済状況を反映した入札物件の落札率の低下により、土地売払
代も減少。平成23年度の土地売払代は789億円（速報値）。

○ これまで売却を推進してきた結果、未利用国有地のストックは平成11年度をピークとして減少傾向にあり、平成
22年度末のストックは4,690億円。このうち、地方公共団体等利用となる財産は1,288億円、処分困難事由がある財
産は2,473億円であり、その他の処分対象財産は929億円。

○ 未利用国有地については、新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）に基づき、売却だけでなく、定期借地制度を
利用した社会福祉法人への貸付け等も実施。
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決算額

予算額

（億円）

（注１）平成23年度決算額は速報値
（注２）土地売払代は、一般競争入札のほか公共随契や貸付中財産の売却額を含む

【土地売払代の推移】 【未利用国有地のストックの推移】台帳価格（億円）
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1,848 2,353 2,055 1,569 1,510 1,334 1,484 1,669

8,816
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2,681

1,272 1,104 1,320 1,521 1,171
929

3,055

2,426 2,054

1,912

1,745

1,587

1,192
1,007 999

1,032 948

1,288

2,473

11,61111,370

14,354

3,655
4,038 3,789

4,690

18,108

14,484 14,338

12,578

9,157

6,324

4,034
3,622

0

2,000

4,000

6,000
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10,000

12,000

14,000

16,000
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地方公共団体等利用　（※1）

処分対象　（※2）

処分困難事由のある財産　（※3）

（注）平成18年3月17日付財理第1037号「未利用国有地の総点検に係る実施要領について」に基づき分類

※1 地方公共団体等に処分を予定する財産

※2 一般競争入札により民間に処分を予定する財産（一般競争入札を実施済の売残財産を含む）

※3 区画整理事業、再開発などの地域の街づくり事業等により処分を留保している財産
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政府出資

○ 政府出資とは、法人が行う事業の公共性・公益性に着目し、経営基盤の安定及び的確な事業の
遂行を図るため、国が出資を行ったことにより取得した株式や出資による権利など。

○ 政府出資の現在額は64.3兆円であり、国有財産総額（101.1兆円）の６割以上。

○ 政府が出資している法人は232法人であり、内訳は以下のとおりとなっている。

（平成22年度末現在）

独立行政法人
【28.6兆円】

国際協力機構、
日本高速道路保有・
債務返済機構、
福祉医療機構、

住宅金融支援機構、
中小企業基盤整備機構

等（97法人）

国立大学法人
【6.9兆円】

東京大学、
高エネルギー
加速器研究機構
等（90法人）

国際機関
【5.3兆円】

国際開発協会、
国際通貨基金
等（12法人）

金融機関・
事業団等

【1.4兆円】

日本銀行、
日本中央競馬会
等（13法人）

特殊会社
【21.8兆円】

日本郵政、
日本政策金融公庫、
日本政策投資銀行、
ＮＴＴ、ＪＴ
等（20法人）

（注１）単位未満を切り捨てているため、計において一致しない。
（注２）上表のうち、独立行政法人など特殊会社以外の機関に対する出資による権利については、株式と異なり配当の制度がない

など、市場で売買するために必要な財産的権利と言えるものではない。
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○ 政府保有株式（特殊会社に係る株式）の総額は21.8兆円、そのうち政府保有義務分等を除くと 7兆9,717億円。

○ 政府保有株式の売却に際しては、各特殊会社に係る政策判断を踏まえるとともに、株式市況や会社の経営・財
務状況等を勘案し、その時々の状況に応じて判断する必要。

政府保有株式

（注１）総額については平成22年度末台帳価格。復興財源確保法、郵政民営化法等改正法等の内容を反映。
（注２）東京メトロ株式、日本郵政株式及びＪＴ株式については、復興財源確保法において規定されている。
（注３）株式会社日本政策投資銀行法及び株式会社商工組合中央金庫法により、平成26年度末を目途として、

政府保有株式の保有・処分の在り方を検討し、必要な措置を講ずるまで、株式を売却しないとされている。

※ 上記のほか、エネルギー対策特別会計において旧石油公団から承継した株式6,994億円を保有。

（億円）

（注２）

（注２）

（注２）

（注３）

（注３）

現行法上の
政府保有義務

政府保有義務分
等を除く

東京メトロ 1,894 - 1,894
日本郵政 99,999 １／３超 66,666
JT 15,025 １／３超 5,008
日本政策金融公庫 43,893 総数 -
NTT 19,810 １／３以上 -
関西国際空港 4,031 総数 -
日本政策投資銀行 23,961 - -
商工中金 1,410 - -
高速道路６社 4,922 １／３以上 3,161
成田国際空港 2,180 - 2,180
中部国際空港 313 - 313
産業革新機構 886 １／２以上 394
その他 121 97
合計 218,451 79,717

特殊会社名
総　　　額   （億円）
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
（平成二十三年法律第百十七号）

（復興特別税の収入の使途等） 

第七十二条 （略） 

２ （略） 

３ 次に掲げる株式の処分により平成三十四年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 

 一 第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 

 二 特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社 

の株式 

 三 第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式 

４ （略） 

 

附 則 

 （租税収入以外の収入による財源の確保） 

第十三条 政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第二章及び第三章に規定するもののほか、平成二十三年度から

平成三十四年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲

げる措置その他の措置を講ずるものとする。 

 一 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、

その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。 

 二 エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直す

ことによる処分の可能性について検討を行うこと。 

２ 政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制

上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。 
 

第十四条 政府は、前条第一項各号に掲げる措置のほか、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本

郵政株式会社の株式（日本郵政株式会社法（平成十七年法律第九十八号）第二条の規定により政府が保有していなければ

ならない株式を除く。）について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り

方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分するものとする。 
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国家公務員宿舎の削減計画のポイント
平成23年12月１日

財 務 省
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行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案（第180回国会 衆法第7号）①

第二章 行政改革の基本方針

第二節 政府の講ずべき措置に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本方針

第三款 国有資産等に関する分野
（未利用又は利用の程度が低い国有地等の売却等及び国庫納付の活用に係る措置）

第二十二条 未利用又は利用の程度が低い国有地（国家公務員の宿舎の削減に伴うその跡地を含む。）その他の
国の保有する資産（株式を除く。）及び独立行政法人の保有する資産については、平成二十八年度末までの間
に、売却、運用その他の措置（以下「売却等」という。）による収入の合計額が五千億円以上となることを目
安として、不動産市場の動向等を踏まえつつ、必要な措置を講ずるほか、独立行政法人通則法第四十六条の二
第一項から第三項までの規定による国庫への納付を活用するものとする。

（施設命名権の活用に係る措置）
第二十三条 国及び独立行政法人の保有する施設については、施設命名権（施設に名称、呼称その他の表現を付
する権利をいう。）の活用に努めるものとする。

（国の保有する株式の売却の促進に係る措置）
第二十四条 国の保有する株式については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
の確保に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第四条第二項並びに附則第十三条及び第十四条の
規定に基づき、日本たばこ産業株式会社の株式、エネルギー対策特別会計に所属する株式及び日本郵政株式会
社の株式の売却を検討し、必要な措置を講ずるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、国が法律によりその保有を義務付けられている株式以外の株式については、株式
市場の動向及び当該株式に係る会社の事情等を踏まえつつ、できる限り、その売却に努めるものとする。

（未利用又は利用の程度が低い国立大学法人の保有する資産の売却等の促進）
第二十五条 国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法
人をいう。第四十八条第一項において同じ。）の保有する未利用又は利用の程度が低い資産については、当該
資産の売却等の促進について必要な措置を講ずるものとする。
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行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案（第180回国会 衆法第7号）②

第三節 行政構造改革会議の調査審議及び提言に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本方針
第四款 国有資産に関する分野
（国の保有する株式の売却の可能性に関する検討）

第三十七条 第二十四条に定めるもののほか、国の保有する株式については、その売却の可能性に関し、必要な
検討をするものとする。

（公共用財産の売却等の可能性に関する検討）
第三十八条 治水施設、道路その他の公共用財産（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第三条第二項第
二号に規定する公共用財産をいう。）のうち、未利用又は利用の程度が低いものについては、その売却等の可
能性に関し、必要な検討をするものとする。
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社会福祉分野等での国有財産の有効活用

○ 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用を推進する観点から、「新成長戦略における国有財産
の有効活用について」（平成22年6月18日）においては、保育・介護・医療など人々の安心につながる分野
で国有財産を積極的に活用することとしている。

○ 具体的には、定期借地制度を利用した貸付スキームを導入し、

①地方公共団体が定期借地契約により国から国有地を借り受け、社会福祉法人等に対して転貸を行う制度

②国から社会福祉法人及び認定こども園を経営する学校法人に対して直接貸付を行う制度

を整備し、順次、活用を図っている。

５ 件１ 件
医医 療療
関関 係係

９ 件
５ 件

（うち1件は高齢者

関係との複合施設）

障害者障害者
関係関係

７ 件
３ 件

（うち1件は障害者
関係との複合施設）

高齢者高齢者
関係関係

７ 件１１ 件
保保 育育
関関 係係

売売 却却
((契約ベース契約ベース))

定定 期期 借借 地地
（方針策定ベース）（方針策定ベース）

＜社会福祉分野における国有地の活用＞＜社会福祉分野における国有地の活用＞
（平成22年6月18日～平成24年6月15日）

＜世田谷区の保育所＞＜世田谷区の保育所＞

国

世田谷区 保育所

定
期
借
地
契
約

公務員宿舎跡地２物件について、保育

所用地として活用するもの。

＜広島市の障害者自立支援施設＞＜広島市の障害者自立支援施設＞

広島市内の国有地について、製パン・

販売などを通じ就労支援を行う障害者

自立支援施設用地として活用するもの。

国広島市

障害者自立支援施設

定期借地契約

意見照会・回答

転貸
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提供実績：

主な取組み：

震災直後（平成23年3月12日）から、東北財務局をはじめとする各財務局・財務事務所から被災各県・道及び政府対策本部に対し、緊急対応に利用可能
な未利用国有地（各省庁所管分を含む）に関する情報を提供。

地方公共団体からの要請に応じ、応急仮設住宅建設用地、がれき置き場などとして未利用国有地等を無償貸付。仮設住宅用地として、福島県内の未
利用国有地2件、宮城県内の未利用国有地１件、無償貸付中の公園敷地2件を提供。

中小企業の仮設店舗・事務所用地として、地方公共団体を通じて国有地の無償貸付が可能である旨を被災県等に情報提供（（独）中小企業基盤整備機
構がプレハブを建設する制度を活用）。

震災直後の緊急対応

（平成24年6月1日現在）

財務省所管工事用車両置場及び資材置場3,632 ㎡１件

財務省所管災害廃棄物一時置場（二次仮置場）7,535 ㎡１件

財務省所管仮設事務所用地378 ㎡１件

財務省所管仮設住宅用地及び仮設事務所用地32,796 ㎡１件

財務省所管仮設中小企業事務所用地1,011 ㎡１件
岩手県

国土交通省所管駐車場及び資材置場368 ㎡１件千葉県

財務省所管災害廃棄物一時置場9,271 ㎡２件

4,565,519 ㎡３０件全国計

農林水産省所管救援物資の保管1,371 ㎡１件島根県

農林水産省所管救援物資の保管、仕分けなど5,230 ㎡１件石川県

財務省所管仮設住宅用地7,722 ㎡２件

農林水産省所管災害廃棄物一時置場30,950 ㎡１件

福島県

防衛省所管被災車両置場68,262 ㎡２件

厚生労働省所管仮設鉄塔設置用地及び資材置場168 ㎡１件

農林水産省所管災害廃棄物一時置場4,284,894 ㎡９件

財務省所管被災車両置場及び廃材置場22,659 ㎡１件

財務省所管仮設住宅用地18,688 ㎡２件

宮城県

財務省所管被災者用臨時駐車場650 ㎡１件山形県

防衛省所管災害廃棄物一時置場69,933 ㎡１件
青森県

備考用途面積件数所在

東日本大震災への対応① ～被災者支援のための未利用国有地等の活用～
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受入可能戸数と提供実績：

国家公務員宿舎への入居の主な事例：
【福島県】

・警戒区域（南相馬市、浪江町、富岡町等）から東京都江東区の国家公務員合同宿舎（東雲住宅（※））への避難（平成23年4月18日～）

東雲住宅の提供戸数787戸のうち、被災各県より624戸に入居（平成24年6月1日現在）。
（※）老朽化した世帯用宿舎への独身者の入居を解消するためのワンルームタイプへの転居を取り止める、また、民間賃貸住宅等から転居する予定の職員について、引き続き

民間賃貸住宅への居住を継続させるなどの措置により、被災者の方々への提供可能戸数を確保。

・計画的避難区域（飯舘村）から福島市内の国家公務員合同宿舎（吉倉住宅（新築）・渡利住宅）への避難（平成23年5月15日～）

福島県に対して109戸を無償提供済（平成24年6月1日現在）。

【宮城県】

・仙台市内の国家公務員合同宿舎の活用

すぐに利用可能な70戸のほか、廃止済の宿舎についても180戸修繕のうえ活用。

・ 国家公務員宿舎への二次避難に当たっては、できる限りコミュニティ単位での移転・入居が行われるよう配慮している。

・ 国家公務員宿舎への入居に当たり、災害救助法に基づきガスコンロなどの生活必需品を提供するよう受入県に要請したほ
か、日本赤十字社に対しては生活家電セットについても提供するよう関係省庁を通じ要請した。

（注）１ 「国家公務員宿舎」の数は合同宿舎と省庁別宿舎の合計数。

（注）２ 被災3県は岩手県・宮城県・福島県。

東日本大震災への対応② ～被災者の二次避難における国の宿舎等の活用～

（被災3県）

409戸 ［うち提供済： 283戸］

国家公務員宿舎

8,540戸 ［うち提供済：1,710戸］

（被災3県）

2,137戸 ［うち提供済： 1,624戸］

24,751戸 ［うち提供済：8,838戸］

公営住宅等

31,166戸 ［うち提供済：8,720戸］

（被災3県）

4,230戸 ［うち提供済：3,626戸］

雇用促進住宅・ＵＲ等

（被災3県）

6,776戸 ［うち提供済：5,533戸］

64,457戸 ［うち提供済：19,268戸］

合計

（平成24年6月4日現在）

※新築宿舎に入居予定の公務員の入居取消や廃止宿舎の修繕により空室を確保し、
都道府県等に情報提供。
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